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令和６年度入学者のため，該当しない。

※前期分申請では４月１日以降，後期分申請では 10 月 1 日以降に証明を受けたものを提出すること。
なお，前期分申請時に当証明書を提出済みの場合は，後期分の提出を省略できる。
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